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１．はじめに
「学校の特色について教えてください」と地
域の方から聞かれたとき，どのように答えたら
よいだろうか。
ここでは，工業教育を通じて学校や工業の魅
力を高め，伝えることについて考えてみたい。
２．教育の方向性
令和４年２月に，文部科学大臣から，令和５
年度から５年間の教育分野の重点施策などを定
める政府の第４期教育振興基本計画の策定につ
いて中央教育審議会に諮問がされた。超スマー

ト社会を念頭に置き，デジタルとリアルの最適
な組み合わせや，幼児教育・義務教育の基礎の
上，高等学校，大学，高等専門学校，専門学校，
大学院まで全体が連続性・一貫性を持った教育
や学習の在り方のほか，学校内外において，生
涯を通じて学び成長し，主体的に社会の形成に
参画する中で，共生社会の実現を目指した学習
を充実するための環境づくりなどが諮問事項と
して示された。諮問を受けて，中央教育審議会
教育振興基本計画部会では 14 回の議論を経て
令和５年３月に答申に至っている（図１）。
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図１　第４期教育振興基本計画について（答申）【概要】
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同計画においては，教育施策に関する基本的
な方針やコンセプトとして，2040 年以降の社
会を見据え，総括的な基本方針として「持続可
能な社会の創り手の育成」及び「日本社会に根
差したウェルビーイングの向上」が掲げられて
いる（図２）。そして，この総括的な基本方針
の下で，次の５つの基本的な方針が定められて
いる。
①グローバル化する社会の持続的な発展に向け
て学び続ける人材の育成
②誰一人取り残さず，全ての人の可能性を引き
出す共生社会の実現に向けた教育の推進
③地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に
向けた教育の推進
④教育デジタルトランスフォーメーション（DX）
の推進
⑤�計画の実効性確保のための基盤整備・対話
５つの方針に基づいて，５年間の教育政策の
目標が 16 掲げられており，今後教育の充実が
図られることとなる。
３．初等中等教育段階に関係の深い部分
ここでは，16 の目標の中から，高等学校に
おいて特に関係の深い部分を５つ取り上げ，工
業科との関係から考える。
はじめに，目標１には「確かな学力の育成，
幅広い知識と教養・専門的能力・職業実践力の
育成」が掲げられている（図３）。その中で，
初等中等教育段階においては，個別最適な学び
と協働的な学びの一体的充実，そして，新しい
時代に求められる資質・能力を育む学習指導要
領の実施が明示されている。
学習指導要領を着実に実施するためには，主
体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善
の推進やカリキュラム・マネジメントの確立，
学習評価に関して，多面的な評価を行い，指導
と評価の一体化を図る中で，観点別評価の質を
高めていくことが大切である。

なお，個別最適な学びと協働的な学びの一体
的充実に関しては，別途，中央教育審議会初等
中等教育分科会において議論がされているとこ
ろであり，その結果を踏まえ具体的な施策が示
されることとなる。
２点目として，高等学校教育改革として，実
践的な教育等を通じて高等学校の特色化・魅力
化を促進することが明示されている。
工業科においては，産業界との連携などによ
り，実務に即した実践的・体験的な学習を推進
しているところである。産業界と連携したもの

【総括的な基本方針・コンセプト】
○上述の我が国の教育をめぐる現状・課題・展望を踏ま
え，本計画では 2040 年以降の社会を見据えた教育施策
におけるコンセプトとも言うべき総括的な基本方針とし
て
「持続可能な社会の創り手の育成」及び「日本社会に根
差したウェルビーイングの向上」を掲げる。（以下略）

⑴ 2040 年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り
手の育成
〇グローバル化や気候変動などの地球環境問題，少子
化・人口減少，都市と地方の格差などの社会課題やロシ
アのウクライナ侵略による国際情勢の不安定化の中で，
一人一人のウェルビーイングを実現していくためには，
この社会を持続的に発展させていかなければならない。
（以下略）
○こうした社会の実現に向けては，一人一人が自分のよ
さや可能性を認識するとともに，あらゆる他者を価値の
ある存在として尊重し，多様な人々と協働しながら様々
な社会的変化を乗り越え，豊かな人生を切り開き，「持
続可能な社会の創り手」になることを目指すという考え
方が重要である。将来の予測が困難な時代において，未
来に向けて自らが社会の創り手となり，課題解決などを
通じて，持続可能な社会を維持・発展させていくことが
求められる。

⑵日本社会に根差したウェルビーイングの向上
〇ウェルビーイングとは身体的・精神的・社会的に良い
状態にあることをいい，短期的な幸福のみならず，生き
がいや人生の意義など将来にわたる持続的な幸福を含む
ものである。また，個人のみならず，個人を取り巻く場
や地域，社会が持続的に良い状態であることを含む包括
的な概念である。
〇日本社会に根差したウェルビーイングの要素として
は，「幸福感（現在と将来，自分と周りの他者）」，「学校
や地域でのつながり」，「協働性」，「利他性」，「多様性へ
の理解」，「サポートを受けられる環境」，「社会貢献意
識」，「自己肯定感」，「自己実現（達成感，キャリア意識
など）」，「心身の健康」，「安全・安心な環境」などが挙
げられる。これらを，教育を通じて向上させていくこと
が重要であり，その結果として特に子供たちの主観的な
認識が変化したかについてエビデンスを収集していくこ
とが求められる。（以下略）

図２　総括的な基本方針・コンセプト（抜粋）
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づくりの学習や課題研究の取組は，工業高校の
強みであるから，この充実を図ることにより，
学校の特色や工業の魅力は更に高まるものと
思っている。
３点目は，地域，高等教育機関，行政機関等
との連携の推進である。先生方の学校では，ど
のような連携がとられているであろうか。また，
その連携に，どれだけ多くの先生が関わってい
るであろうか。
関係機関との連携を組織としてとることがで
きることにより，大きな力となり，持続的な取
組にもつながっていく。そのためには，教員一
人一人が連携に関して何らかの役割を担ってい
ることが重要である。
ちなみに，文部科学省では，マイスター・ハ
イスクール事業が地域との連携構築のモデルと
して実施されているところであり，研究指定校
での実践は，連携構築の際の参考となる。学校
と関係機関等との連携協力体制は今後も推進さ
れることから，これらの事業を参考にしつつ，
自校での推進の在り方を検討し，一つずつでよ
いので前に進めていただきたい。
最近は，生徒とともに，先生方も企業の方か
ら直接技術指導をいただく機会も増えている。
これも連携の一つの形である。子供たちを導く
私たち教員も「産業界や地域と積極的にかかわ
りを持とうとする」，「生徒と共に学ぼうとす
る」，このような意識が大切である。
４点目は，各学校段階を通じた体系的・系統
的なキャリア教育の推進である。学ぶことと自
己の将来とのつながりを見通しながら，子供た
ちが社会的・職業的自立に向けて必要な基盤と
なる資質・能力を身に付けていくことができる
よう，キャリア教育の充実を図ることである。
答申において，具体的には，キャリア・パスポー
トの活用が挙げられている。先生方の学校での
キャリア・パスポートの活用は，いかがであろ
うか。生徒が学びと将来とのつながりを考えた

り，できるようになったことなどを振り返った
りしながら，自身の変容や成長を自己評価でき
るためのツールとなっているであろうか。工業
科においては，実際に工場や工事現場を見学し

目標１：確かな学力の育成，幅広い知識と教養・専門的
能力・職業実践力の育成

　学校段階間・学校種間及び学校と社会との連携・接続
を図りつつ，各学校段階を通じて，知識・技能，思考
力・判断力・表現力等，学びに向かう力，人間性等の確
かな学力の育成，幅広い知識と教養，専門的能力，職業
実践力の育成を図る。その際，初等中等教育段階におい
ては，同一年齢・同一内容の学習を前提とした教育の在
り方に過度にとらわれず，多様な個々の状況に応じた学
びの実現を目指す。
【基本施策】
○個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実 
・「令和の日本型学校教育」答申で示された個別最適な
学びと協働的な学びを一体的に充実するため，１人１台
端末等を円滑に活用した児童生徒への学習指導・生徒指
導等の在り方や，教科書，教材，関連ソフトウェアの在
り方，学校内外の環境整備の在り方等について，中央教
育審議会初等中等教育分科会特別部会等において検討を
行い，その結果等を踏まえ，必要な取組を進める。
○新しい時代に求められる資質・能力を育む学習指導要
領の実施 
・新しい時代に求められる資質・能力（言語能力，情報
活用能力，問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資
質・能力を含む）の育成に向け，主体的・対話的で深い
学びの視点からの授業改善の推進，カリキュラム・マネ
ジメントの確立といった，学習指導要領の趣旨が各学校
で理解され実施されるよう，引き続き効果的な指導の実
践事例に係る情報提供等を通じ，周知・徹底を図る。 
・将来の教育課程の基準の更なる改善・充実を見据え，
研究開発学校等における実践研究を進める。
○高等学校教育改革 
・「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて，普通科
改革や探究・STEAM 教育，先進的なグローバル・理数
系教育，産業界と一体となった，外部リソースも活用し
た実践的な教育等を通じて，各高等学校の特色化・魅力
化を促進し，生徒の学習意欲を喚起するとともに，地域，
高等教育機関，行政機関等との連携を推進する。また，
オンラインを活用した学校間の共同授業の実施，学校間
の単位互換や学校内外の多様な学びの連携を推進すると
ともに，高等学校と関係機関等との連携協力体制の構築
を担う人材（コーディネーター）の配置や育成を推進す
る。あわせて，生徒の多様な学習ニーズへのきめ細かな
対応の充実に取り組み，高等学校教育の質保証を行う。
○キャリア教育・職業教育の充実 
・幼児教育から高等教育まで各学校段階を通じた体系
的・系統的なキャリア教育を推進する。初等中等教育段
階においては「キャリア・パスポート」等を活用し，児
童生徒が，学ぶことと自己の将来とのつながりを見通し
ながら，社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる
資質・能力を育成する取組を通じて，社会の中で自分の
役割を果たしながら，自分らしい生き方を実現していく
キャリア発達を促進する。また，特色ある教育内容を展
開する専門高校の取組と成果の普及を推進する。

図３　目標１と基本施策（抜粋）下線は追記
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たり，企業技術者と関わったりする機会も多い
ことから，生徒が将来について考えたり，自身
の目標を定めたりすることへのきっかけとなる
ことが十分考えられる。そのような貴重な瞬間
をしっかりと捉え，キャリア・パスポートに学
びの軌跡として記録させ，生徒自身が振り返り，
自己実現につなげることができるよう支援する
ことが大切である。
５点目は生徒の情報活用能力の育成である。
目標 11 には，「教育DXの推進・デジタル人材
の育成」として，児童生徒の情報活用能力の育
成が明記されている（図４）。なお，中央教育
審議会答申及び学習指導要領には情報活用能力
について以下のことが明記されている。
・１点目，情報活用能力は，特定の教科等だけ
ではなく，全ての教科等のつながりの中で育ま
れるものであること。例えば，情報活用能力
は，教科情報の科目「情報Ⅰ」や工業科で「情
報Ⅰ」の代替として設定されることの多い科目
「工業情報数理」など，特定の科目や特定の学
年の指導のみで育むものではなく，３年間を通
して育成する必要がある。
・２点目，情報活用能力は，小・中・高の各学
校段階を通じて体系的に育んでいくものである
こと。つまり，小・中学校で行われている学び
の現状を踏まえて育むということである。中学
校まで ICT 機器を日常的に使って学習してき
たのに，高校に入学したらさっぱり使わなく
なったというのでは，学びの現状を踏まえたも
のであるとは言えないであろう。また，中学校
ではプログラミングについても学習しているの
で，例えば，「工業情報数理」の指導において
もプログラミングを扱う必要がある。私たちの
生活とプログラムとは密接に関係しているか
ら，工業に関する様々な事象を通じて，プログ
ラムを活用して課題を解決する意義についても
理解させることが大切である。
・３点目，言語能力，問題発見・解決能力など

と並び，情報活用能力は学習の基盤としての資
質・能力であり，各教科等の特質に応じて適切
な学習場面で育成を図る必要があること。
・４点目，情報活用能力は，特定の教科・科目
で育むものではなく，学習の基盤としての能力
として，学校の教育活動全体を通じて育むもの
であること。
これらのことを十分踏まえながら，生徒の情
報活用能力を育むことが大切である。
４．学習指導要領の着実な実施のために
⑴　育成を目指す資質・能力の三つの柱
学習指導要領の着実な実施に向けて，子供た
ちが未来を切り拓いていくために必要な資質・
能力について，学習指導要領では，各教科・科
目の目標や内容ベースで資質・能力の三つの柱
により再整理し，より明確化された形で示され
ている。学習指導要領の総則にも，どのような
資質・能力の育成を目指すのか，そのことを明
確にすることと育成のバランスに留意すること
について示されている。

目標 11：教育DXの推進・デジタル人材の育成

　教育において ICT の活用が「日常化」するよう，初
等中等教育段階では，基本的方針で示した通り，当面 
DX の第３段階を見据えながら，第１段階から第２段階
への移行を着実に進めるとともに，第３段階に相当する
先進事例の創出，高等教育におけるデジタル人材育成，
社会教育分野のデジタル活用推進等に取り組む。
【基本施策】
○児童生徒の情報活用能力の育成 
・学習指導要領において学習の基盤なる資質・能力とし
て位置付けられた情報活用能力（情報モラルを含む。以
下同じ。）育成のために，GIGA スクール構想によって
整備された端末の利活用の日常化を促進するとともに，
EdTech をはじめとした教育産業の力も活用しつつ，優
れた事例の創出を図る。その際，特に，情報技術を活用
した問題の発見・解決の方法や，情報化が社会の中で果
たす役割や影響，情報技術に関する制度・マナー，個人
が果たす役割や責任，情報の真偽を吟味する力，複数の
情報を結びつけて新たな意味を見いだす力，問題の発
見・解決等に向けて情報技術を適切かつ効果的に活用す
る力，情報社会に主体的に参画し，その発展に寄与しよ
うとする態度等を身に付けさせることを重視するととも
に，動画教材などコンテンツの充実を図り，学校だけで
はなく，自分自身でも学ぶことができる環境を構築す
る。

図４　目標 11と基本施策（抜粋）下線は追記
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科目の指導に当たっては，その科目を学ぶこ
とを通して，子供たちができるようになること
とは何なのか，まずは指導する我々がしっかり
とそこを見定めることである。工業科において
は，知識や技術を身に付けているのみならず，
学んだことを活かしながら，よりよいものづく
りを創出し，課題を解決しようとする志を持っ
た技術者を育てているのであるから，目の前の
生徒が，技術者として活躍する将来の姿をイ
メージしたとき，この生徒には一体何ができる
ようになって卒業してほしいのか。そういう
我々の願いとも大きくかかわっているのだと私
は思っている。
科目の指導においては，目標が明確になって
いるのかどうか，そして，資質・能力がバラン
スよく育成されつつあるのかどうかということ
について，生徒に目指すべき姿が伝わっている
かどうかとか，生徒自身ができるようになった
ことを自覚できているかどうかといった，生徒
の状況を捉えながら工夫・改善を図ることが大
切である。
⑵　工業の「見方・考え方」を働かせる
子供たちに資質・能力を身に付けさせる上で
大切な点として，「見方・考え方」がある。
学習指導要領の総則には，「見方・考え方」
とは，各教科等の特質に応じた物事を捉える視
点や考え方であることが示されている。また，
「工業の見方・考え方」について，学習指導要
領解説工業編では，「ものづくりを，工業生産，
生産工程の情報化，持続可能な社会の構築など
に着目して捉え，新たな時代を切り拓く安全で
安心な付加価値の高い創造的な製品や構造物な
どと関連付けること」と明記されている。
ものづくりの場面において，よりよいものづ
くりを目指す視点から，事象について分析した
り判断したりすること，そして，課題解決のた
めに，学んだことを有機的に関連付けて考える
ことができるようになることが，「工業の見方・

考え方」を働かせることではないだろうか。
そのためには，子供たちが，これまでの学び
を活用して課題を解決する経験を積み重ねるこ
とが大切である。考える場面の設定や，学んだ
ことを有機的に結びつけて考えてみることがで
きるような課題設定を通じて，子供たちは，も
のづくりの場面において，自らの学びを活かそ
うとする，そういう考え方が少しずつできるよ
うになってくるものと思う。
私は，工業高校での学びを通じて，子供たち
が「工業の見方・考え方」を働かせることが自
然とできるようになることを意識している。「自
然と」ということが大切で，それは，例えば，
製品や作品を見たり，ものづくりの場面に遭遇
したりした時に，教師から「このような視点で
見てごらん」とか，「これには欠点があるんだよ」
などと，手がかりとなる情報を何も与えられな
くとも，そこに潜んでいる課題に自身の力のみ
で気づくことができることや，過去の経験をも
とに分析・判断すること，原因について推測し，
もっとよくするための方法を考えるといったこ
とが浮かんでくるようになることである。生徒
がそのようなことを少しずつでもできるように
なってくれば，それは，生徒が「工業の見方・
考え方」を自然と働かせることができている状
態であり，自身の力で解決していくことが求め
られる社会の中でも，技術者としてしっかりと
歩んでくれるものと思っている。
５．学校の特色や魅力を伝えるために
第４期教育振興基本計画の目標に掲げられて
いる，「実践的な教育等を通じて高等学校の特
色化・魅力化」を図るために，まずは先生方の
学校の特色について整理いただきたい。
社会に開かれた教育課程の実現に関して，中
央教育審議会における議論の中で，教育委員会
や学校が「社会に開かれた教育課程」の理念や
意義を理解するとともに，それらを自らの地域
や学校に当てはめ，「社会に開かれた教育課程」
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を自らの言葉に落とし込み，語れるようになる
ことが必要であると言われている。つまり，学
校の特色について先生方自身の言葉で伝えるこ
とができるようになることである。
学校の特色を考える上では，学校で策定して
いるスクール・ミッションやスクール・ポリシー
を出発点とすることもよいと思う。例えば，「私
の学校には，このようなことが社会から求めら
れており（社会的役割），それを果たすために，
このような取組を行っている。」というように，
学校が目指しているところと関連付けながら学
校の取組を整理するとよいのではないかと思っ
ている。
今では，学科の特色を生かした様々な取組が
行われている。私も，工業に関する校長会や各
種研究会の研究協議会において，先生方の貴重
な研究発表から勉強する機会をいただくことが
ある。多大な時間と労力をかけて教育実践をさ
れているということが発表からよく分かり，本
当に頭が下がる思いである。しかしながら，そ
の一方で，少し勿体ないという気持ちを時折感
じてしまうことがある。
それは，発表内容が，取組を紹介することま
でにとどまってしまっている場合である。取組
自体から学ぶことも多く，とても参考になるの
ではあるが，そこには必ず，その取組ならでは
の教育効果があるから，そのことについても知
りたいと思うのである。
つまり，その取組を通じて，生徒がどのよう
な気付きを得たのか，どのような変容を遂げた
のか，また，教師がそこから何を学び，組織が
どのように変容したのかなど，我々自身のこと
も含め，取組をされた先生方の実感から教えて
いただきたいと思っている。
少し話がそれてしまったが，学校の特色や魅
力はどのように伝わっていくのであろうか。私
も答えを持っているわけではない。でも，今の
私なりの考えとして，「教員一人一人の伝えよ

うとする意識」と，「生徒を通じて伝える」こ
とが鍵であると思っている。学習活動によって
生徒が感じたことや成長の部分を私達が意識す
ること，そして，生徒の成長を地域の方に伝え
る方法を考えることではないだろうか。
学校の特色や魅力，そして工業の魅力を伝え
るために様々な方法があると思うので，お互い
の知見を共有し，教員一人一人がメッセン
ジャーとなることが大切である。
６．体験の質を一つ高める
私たちは，体験入学や小中学校への出前授業
など，子供たちが直接「ものづくり」を体験す
る場面を通して学校や工業の魅力を伝えてい
る。実際，このときの体験が大きな力となり，
工業科で学ぶことを目指す子供たちもいる。
子供たちに，「ものづくり」や「工業」への
興味・関心をより高く持ってもらうために，私
たちに何ができるのであろうか。
地域で開催されている「ものづくり」に関す
るイベントでは，リモコンで動くロボットやコ
ンピュータ画面に夢中になっている子供たちを
目にする機会がある。私見となり申し訳ないが，
子供たちの興味・関心の高まりとは，その体験
を通じて得られる子供の「ワクワク」の度合い
が鍵であると思っている。百聞は一見に如かず
で，「話を聞く・資料を読む」だけでなく「本
物を見る」こと。「見る」より「実際に触れる」
こと。「触れる」から「つくる」ことへ。これ
まで私たちが行ってきた体験学習について，そ
の質を一つ高めることで，子供たちはもっと考
え，自由に発想を膨らませ，充実感や達成感を
得る。これがワクワクとなって，「もっとやっ
てみたい」につながるのではないかと思ってい
る。
新しい取組を行うことに捉われず，体験の質
を一つ高める視点から工夫を取り入れることに
より，ものづくりの魅力や工業の魅力はもっと
伝えることができるものと思っている。


